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図. 講義ウェブサイトリンク（QRコード）
※LMSの資料のページにもリンクがあります

https://scrapbox.io/fukudakz/資源としての⽂化

https://scrapbox.io/fukudakz/%E8%B3%87%E6%BA%90%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%AE%E6%96%87%E5%8C%96


授業計画
回次 タイトル
1 ガイダンス・⽂化資源の定義
2-3 ⽂化資源研究の系譜と基礎概念
4-6 デジタルアーカイブ
7-9 メタデータ
10-12 ⽂化資源データの分析
13-14 事例研究
15 総括



最近の動向︓企業アーカイブ
• 2021-06-02 任天堂宇治⼩倉⼯場⽤地の利⽤について（任天堂株
式会社ニュースリリース）
• 2021-06-25 横浜・みなとみらいにゲーム博物館 ⼤和ハウスな
ど（⽇本経済新聞社）
• 2021-07-02 CEDECレギュラーセッション: 資料を資産へ、スク
ウェア・エニックスにおけるゲーム開発資料発掘プロジェクト
[Wonder Project J編]（CEDEC）

https://www.nintendo.co.jp/corporate/release/2021/210602.html
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC253KM0V20C21A6000000/
https://cedec.cesa.or.jp/2021/session/detail/s6062e3579b5be


コンテンツ
1. 期末レポートについて
2. 事例研究︓メディア芸術データベース
3. デジタルアーカイブの活⽤



期末レポートについて
位置づけと論題に関する補⾜



最終レポートとは
•シラバス（以下、抜粋）で定義される通り、最終レポートの配
点は全体の成績の60%であり、その評点が成績に強く影響する
•提出しないと絶対に単位は取れない

図. シラバスより評価に関する箇所の抜粋



形式・〆切

ファイル形式︓MS WORDファ

イル（.DOCX）

〆切︓2021年8⽉1⽇（⽇）中



論題の確認
•本講義で紹介した下記の1. から5. で⽰される⽂化資源サービス
のうち、ひとつを選択し、1) そのサービスの概要と登録される
コンテンツとその特徴、について触れた後に、2) 利⽤者である
レポート作成者にとっての同サービスの活⽤の可能性と、3) 活
⽤する側の観点から今後実装してほしいサービスの機能や登録
してほしいコンテンツ、を論じよ。
•とりわけ2) と3) を主題とすること。分量は本⽂2,000字以上とす
る。本⽂下段には、参考資料のリストを付与すること。この形
式や⽂献の件数も評価の対象とする。



⽂化資源サービスの選択肢
1. ジャパンサーチ https://jpsearch.go.jp/
2. メディア芸術データベース https://mediaarts-db.bunka.go.jp/

3. Wikidata https://www.wikidata.org/
4. みんなで翻刻 https://honkoku.org/
5. ⻘空⽂庫 https://www.aozora.gr.jp/

https://jpsearch.go.jp/
https://mediaarts-db.bunka.go.jp/
https://www.wikidata.org/
https://honkoku.org/
https://www.aozora.gr.jp/


注意点（1）

• レポートの記述において、盗⽤や剽窃を禁⽌する。また、他⼈のレ
ポートやその⼀部を複製し本⽂を作成することや、他⼈に記述させ
ることも禁ずる。これらが発覚した場合は単位を取り消しとする。
• ただし、公開された著作の⼀部を⽤いる「引⽤」は、むしろそれを
歓迎する。
• 引⽤の要件︓議論をする上で必要性があり、引⽤箇所を⾓括弧（「」）など
で改変なく⽰すことで明確化し、また慣⾏に沿った形式で出典を記すこと。

• Ref. 著作権法第32条

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048


注意点（2）

•参考⽂献や参照の形式
• 参考⽂献の書き⽅は学術コミュニ
ティにより複数の標準が存在してお
り、いずれを⽤いても良いものとす
る。特にこだわりがない場合は、本
講義では、SISTの「参考⽂献の役割と
書き⽅（右図）」で記される形式を
推奨する。
• https://jipsti.jst.go.jp/sist/pdf/SIST

_booklet2011.pdf

https://jipsti.jst.go.jp/sist/pdf/SIST_booklet2011.pdf


事例研究︓
メディア芸術データベース
マンガ・アニメ・ゲーム・メディアアートの総合⽬録



そもそも、メディア芸術の資源化って必要︖

•メディア芸術＝マンガ・アニメ・ゲーム・メディアアート
• 現代的な視覚⽂化・視覚メディアと⾔い換えることもできる
• 特にマンガ・アニメ・ゲームが特定の⽂化的まとまりとして認識され
ているといのは確か（メディアアートが微妙に仲間外れ︖）

•これらは…
• 教育の対象となり得るのか︖
• 調査や研究の対象となり得るのか︖
• 社会そのものや⼈々の考え⽅・認識に強い影響があるのか︖
• 誇らしいものなのか︖恥ずかしいものなのか︖
• 資源化されてきていないからこそ、⽂化として認められていない︖



アーカイブの対象としてのメディア芸術の特徴

•著作権がある（In Copyright）作品が多い
• コンテンツを複製して公開できない＞収集・アクセスの提供に焦点化
• 企業によるアーカイブも存在

図. ファミリーコンピュータ & スーパーファミコン
Nintendo Switch Online

図. BOOK☆WALKER 図. ピッコマ
https://www.kakao.co.jp/ser

vice/

https://www.nintendo.co.jp/hardware/switch/onlineservice/fc/
https://bookwalker.jp/top/
https://www.kakao.co.jp/service/


アーカイブの対象としてのメディア芸術の特徴

•複製され頒布される
• 図書資料に近い性質
• ただし専⽤の電⼦装置が
必要とされる場合も多く、
メディアの形式が多様
（放送やオンラインなど
形のないものも）

図. さまざまなメディア芸術のメディア

図. オンライン配信プラットフォーム「Steam」

https://store.steampowered.com/?l=japanese


アーカイブの対象としてのメディア芸術の特徴

•メディアミックスによりメディア横断的
に展開する
• マンガ原作のアニメ、ゲーム原作のアニメ
など

•⽇本発で、全世界的な影響⼒

図. メディアミックスに関する研究書



メディア芸術データベース

• https://mediaarts-db.bunka.go.jp/
•マンガ・アニメ・ゲーム・メディアアートの作品・所蔵情報の
データベース（DB）。
• 2015年より試験版、2019年よりベータ版が公開される。
•マンガ所蔵館やゲーム所蔵館などの協⼒機関の作成する書誌
データを収集する他、独⾃に作品情報などを作成・整理し公開。

図. メディア芸術データベースベータ版

https://mediaarts-db.bunka.go.jp/


位置づけ
•⽂化芸術振興基本法の第九条「メディア芸術の振興」に基づき
展開される施策
• e-Gov https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC1000000148

•メディア芸術の振興の施策（⽂化庁ウェブサイトより）
1. ⽂化庁メディア芸術グローバル展開事業
2. メディア芸術の⼈材育成
3. メディア芸術連携基盤等整備推進事業

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC1000000148
https://www.bunka.go.jp/seisaku/geijutsubunka/media_art/


メディア芸術のアーカイブ集約

メディア芸術DB

明治⼤学
⽶沢嘉博記
念図書館

国⽴国会図
書館

京都国際マ
ンガミュー
ジアム

⼤阪府⽴中央
図書館国際
児童⽂学館

北九州市漫画
ミュージアム

⽴命館⼤学
ゲーム研究
センター

国⽴国会図
書館

アニメ特撮
アーカイブ
機構: ATAC

マンガ分野 アニメ分野 ゲーム分野 メディアアート分野

その他協⼒
機関

その他協⼒
機関

その他協⼒
機関

協⼒機関

ジャパンサーチ接続準備中



メディア芸術DB︓
参考資料・データ
• パンフレット「よくわかるメディア芸術デー
タベース 〜つながるデータで構築する未来
へのアーカイブ〜（右図）」（PDF）
• LODデータセット（Github）
• メタデータスキーマ仕様書（PDF）
• メディア芸術データベースの説明動画

• 「メディア芸術データベース活⽤コンテスト2021説明
会」（Youtube; 15:50ごろから）

図. パンフレット「よくわかるメディア芸術データベース」

図. メタデータスキーマ仕様書

https://mediaarts-db.bunka.go.jp/resources/pdf/mediaartsdb_webpamphlet.pdf
https://github.com/mediaarts-db/dataset
https://github.com/mediaarts-db/dataset/blob/main/doc/MADB%E3%83%A1%E3%82%BF%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9E%E4%BB%95%E6%A7%98%E6%9B%B8%EF%BC%88Ver.1.0%EF%BC%89.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ITH_rpnBLH0&t=949s


メディア芸術DBの現況（とりわけ課題⾯）

•メディア芸術分野の⽬録やアーカイブの専⾨家は少ない
• 研究者もメディア研究の専⾨家で⼤部分が構成される

•マンガ分野以外のデータ登録機関が少ない
• マンガは「図書」であるため既存の図書館所蔵管理（データ作成）シ
ステムの多くを援⽤可能
• ゲーム分野の⽴命館⼤学ゲーム研究センターとアニメ分野のATAC（予
定）以外はまだ明確なデータ登録機関がない
• 1) データの⼊⼒系の整備（データ登録簡易化）と、2) 関連機関の専⾨
性の⾼度化、の両⽅を充実させていく必要性がある


